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所有者不明土地等対策モデル事業 

実施結果報告書 
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特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽 
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 業務の目的及び概要 

① 業務の目的 

・推進法人の指定により活動を進める 

・地域内の低未利用地・空き家所有者の利活用の意向を把握する 

・相談窓口を常設し、空き地・空き家の流通促進を図る 

・地域と一体となって空き家と低未利用地の利活用を検討し、利活用を実施する 

 

② 対象地域名 

・北海道旭川市西神楽地域 

 

③ 対象地域の特性 

・西神楽地域は、旭川市の南部に位置し、東神楽町・美瑛町と隣接しており、水田や畑 

地帯が広がり大雪山連邦が望める景勝地と言われている。 

・交通は、地域の中心部を JR 富良野線、国道 237 号線が河川（美瑛川・辺別川）とほぼ 

並行して縦断しており、沿線約 21ｋｍにわたって居住区と農村が散開している。 

 また、地域内には旭川空港があり道外からのアクセスも良い。 

・地域内では、医療・買い物の環境が脆弱で、自家用車を利用しない高齢者にとっては 

利便性が悪い。 

・自然環境には恵まれており、景観の良さは他の観光地に劣らないものがある。 

 歴史・文化は地域住民の努力で保存継承がされているが、少子高齢化により後継者不 

足が生じている。 

・地域の課題を抱えつつも、一方では子育て世代を中心に移住者が増えており（ここ数 

年で 30 戸近くの戸建て住宅が建てられている）、地域のポテンシャルが徐々に都市住民 

に理解されてきている。 

・また、若者を中心に飲食店や民宿などの新たな文化・施設の創造が取り組まれ、交流 

人口が拡大している。（この 5 年間で中古住宅を中心に 20 件以上の施設ができた） 

 

④ 対象地域（対象物件）の課題 

〇空き地・空き家が拡大している 

・不動産評価額が低く、手続きの面倒さなどにより所有者は売買に躊躇している。 

・管理放棄の物件もあり、地域の環境を悪化させている。（低未利用地） 

・77 歳以上の独居高齢者住宅が約 200 戸あり、さらに空き地・空き家が増える可能性が 

ある。（近年の地域自治組織の独自調査による） 

・近い将来離農する可能性のある農家住宅（農地付き空き家）が約 200 戸発生する可能 

性がある。 















4)アンケートの配布・集約
0所有者アンケー トを9月24日～1 0月11日で実施した
・地域で把握（登記簿上の住所・氏名）している所有者に郵送で送付
・空き地64件，空き家1 1件 計75件の送付

0回答 1 7 件、所在不明で返送が 1 5 件となった
・回答率は所在不明を除き 2 8. 3％だった
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図表7 アンケー ト回答内容

5)アンケート回答内容の解析
〇アンケート結果のまとめは北総研が実施した

Iアンケー ト解析概叫

■アンケー ト配布枚数 75件（所在不明で返送1 5件） ：回答数 1 7件（回答率

2 8. 3%) 

■空き地(1 4件）

・回答者の 7 5％が「処分を考えている」と回答

・回答者の1 7％が「活用の意向がある」、他は活用の意向がない。

•土地の処分意向がある回答者の処分理由（複数回答）は、 「該当の土地を利用す

る予定がない」が 7 8％で最多。次いで「土地を持つことで生じる税金の負担が重

い」が6 7%、 「手放したいと考える宅地がある地域とは別の場所に住んでい

る」が 56 ％だった。

，

 





11 

 

③ 相談窓口の常設・流通促進 

１）アンケート回答者との相談・対応 

  〇アンケート回答者で相談の意思がある方と面談・電話・メールで対応した 

  ・相談者は６名となり、個別事情と対応策について検討した 

  〇個別の要望内容は次の通り 

  ・（A 氏）８０坪程度の土地を親から相続したが、居住地が離れており（札幌と三 

重県）管理ができないまま１０年以上放置してきた。税金のこともあるが管理不 

全で地域に迷惑をかけていることもあり低価格でも早急に処分したい。 

  ・（B 氏）９０坪程度の土地を所有しているが処分できずにいた。老夫婦で旭川市 

内に住んでいるが管理することができずに１０年以上放置している。税金の負担 

もつらい。低価格でも早急に処分したい。 

  ・（C 氏）母名義の土地が約３００坪ある。市内に住んでいるが管理はしていない。 

   様々な負担を考えると早急に処分したいがなかなか売れない。 

  ・（D 氏）２００坪弱の土地だが、１０年以上放置している。仙台に住んでおり管 

理できない。早急に処分したいが、隣接する土地の所有者との相談が必要な土地 

だ。（道路敷地はあるが実態は袋地になっている） 

  ・（E 氏）農家をやめて市内で息子たちと暮らしている。農地付きの空き家だが利 

用方法もなく、９０歳を過ぎた状況で放置している。早急に処分したい。 

    ・（F 氏）親から相続した農家住宅と敷地がある（一部農地）、解体して更地にす 

るには３００万円以上かかる。売れるかどうかもわからないので悩んでいる。 

処分したいが方法がわからない。 

    ・この他に、市場価格で売りたいと希望している所有者が８名いた。売れていない。 

 

２）移住希望者との相談・対応 

  〇移住希望者からは、面談・電話で対応した 

  ・居住地域を市街地で希望している者が２名。（空き家を探している） 

  ・民宿を開設する景勝地（空き家も含めて）を求める者が３名。（若者が中心） 

  ・中高年でセカンドハウス的に田園地帯で暮らせるところを求める者が３名。 

 

３）流通促進活動 

  〇所有者・移住希望者の要望に基づき流通可能な対応について、 と 

連携して対応した。 

  ・ が購入することになったのが４件となった 

  ・購入希望者には を紹介し、西神楽の所有物件について交渉中にな 

っている。（雪解けを待って物件を見てもらうことになる） 
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３）社会実験の実施  

  ・当日は晩秋の寒くなる時期に屋外で開催することから、参加者が少ないかと懸念 

したが約３００名が訪れてくれた 

  ・店の売上は予定数にほぼ達することができた 

  ・『お出かけサポート』の参加高齢者からは「久しぶりに出店に来れて楽しかった」 

「医大生の健康教室はためになった」等の感想が聞かれた 

  ・空き地に設定した駐車スペースの整理・案内は交流センター職員が対応した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 12 会場写真１  

 

 

 

 

 

 

図表 13 会場写真２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 14 健康教室  

 

 

 

 



16 

 

⑥ 円滑化等推進法人の活動と地域合意形成 

１）行政等との打合せ 

  〇所有者アンケート調査（７５件中、回答１７件） 

  〇アンケート回答内容について と打ち合わせ・協議 

  ・市街地の物件については可能な限り対応したい 

  ・市街化調整区域（農家の空き家・空き地など）については、規制があり行政との 

対応が必要と指摘があった 

  〇旭川市地域振興課と農家の土地の扱いについて意見交換（１１月） 

  ・「円滑化等推進法人」として、課題の解決に向けて検討したいと説明 

  ・現状の制度（農家住宅・農地の売買など）に関する資料を提供してもらうことに 

なった（農地法関係）都市計画法などに関しいては必要があれば関係部署に話を 

することになった 

    〇旭川市の国営緊急農地再編事業推進室と意見交換をした（１２月） 

    ・地域の後継者がいない農家が多く離農する（農地再編により大型農業になってい 

く）懸念があり、推定では２００戸を超える可能性がある 

    ・離農し地域を離れた後の農地付き農家（空き家）は、個人の所有物であり、本事 

業では移転補償・換地などはできない制度にあるため、放置される可能性がある 

  ・地方創生・活性化の視点からは問題があることは理解できる 

  ・制度の問題については言及できる立場にない 

  ・農的生活に憧れるユーザーがあることは理解できるが、移住する場合は近隣地域 

の農家の理解も必要になる（大型機械の農作業や農薬散布などを理解するなど） 

  ・地域の農家の意向を「推進法人」が聞いてもらいたい 

  〇第２回専門家会議で課題について意見交換した（１２月） 

  ・農地付き農家住宅の扱いは でも課題となっていると から 

   も指摘があり、関係資料を頂いた 

  ・ からは住宅の改修には都市計画法、建築法でも規制があり、「建築申請」 

「アスベストの調査」などが義務付けられる場合もあるので留意すべきと指摘があ 

った 

  ・いずれにしても、所有者である農家（相続者も含めて）の意向調査が必要になる 

ので、今後その準備をすべきとなった 

    〇北総研、北星学園大学 教授（土地法）と農家の土地の売買に関する制度上の 

課題と対応策を協議（令和７年１月） 

  ・西神楽の状況を説明し、農地法・都市計画法の課題を整理した 

  〇旭川市の担当窓口との意見交換（３月） 

  ・旭川市の地域振興課、都市計画課、農業政策課、農業委員会と意見交換をした 

  ・課題の共有をし、対応策を継続して検討していくこととなった 
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２）地域課題と対応策の検討 

  離農した農家住宅の扱いについて（グラウンドワーク西神楽） 

状況：西神楽の農家住宅の状況 

 〇西神楽地域には約 250 戸の農家が営農をしており、その農家のうち約 200 戸は後継者が 

いない状況にある 

 〇そのため、国営緊急農地再編事業が令和 3 年度から 15 年計画で実施され、農業の大規模 

経営体制が進められることになっている（圃場の大型化や大型機械などによる経営体制） 

 〇このことにより、後継者のいる農家を中心に約 50 戸による 2000 ヘクタールの営農にな 

り、そのため約２００戸が将来（約１０年後）には離農することになる 

 〇離農した農家は高齢化が進んでおり、現在居住している住宅に住み続けることは難しい 

状況になる 

〇すでに退去した農家住宅は約 20 戸あり、処分されず放置されている状況にある 

 

課題：農家側から考えられる課題とユーザー（市民）側から考えられる課題 

 〇離農・転居を考える農家住宅は国営事業では換地・移転補償などはできない上に、農家 

以外は取得できないという規制を有するため、その処分は①近隣農家などに購入しても 

らう、②親族などに相続して利用してもらう、③他者に販売する方法が考えられる 

① については、国営事業の対象から除外されており、解体・整地して新たな農地として

活用することが出来ず特別な利用方法がない限り購入の意思は持っていない 
② については、「農家」ではない相続者が営農以外の目的で活用することは難しい 
③ については、「地目が農地」が含まれている農家住宅は「農家」でなければ購入でき

ず、地目変更の手続きを農業委員会に申請して承認された場合にのみ可能になる 
ただし、住宅の新築は「都市計画区域外」は認められず、改修も条件があり「建築申

請」を行い、許可を得なければならない 
 〇農家の意向は確認されていない 

  ・行政は、国営事業では補償対象外であり、個人資産であるため処分問題に関わること 

は対応しない（できない）立場にある 

  ・そのため、将来的にどのような暮らし方を考えているかという意向を掌握できない 

・また、農地再編問題も絡み事業実施中に「離農するのか？」という質問は聞きづらい 

状況にある 

〇農的暮らしに関心のあるユーザー（市民）は多くなっているが簡単に移住はできない 

  ・近年、農的暮らしに関心を持ち農村地帯への移住を考える人が増えている 

  ・西神楽地域は、田園景観や交通の利便性が良いなどの魅力を有している 

  ・移住の問い合わせ内容は、田園生活を求める者（中高年者）、民宿や飲食店などの開 

設（若者）が多く、一定の敷地面積（家庭菜園を含む）と建物の改修を望んでいる 

  ・しかし、農地を含んだ農家空き家は一般市民は購入できない（農地法の規制） 
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図表 15 農家住宅の再活用スキーム 
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    〇旭川市担当課との意見交換概要 

  ・地域振興課から意見交換の趣旨の説明 

  ・NPO から「離農した農家住宅及び土地の扱いについて」の内容説明 

  ・北方建築総合研究所から「農家住宅の再活用スキーム」について内容説明 

  ・NPO から、地域創生の課題が取り組まれている状況の中で、相当数の農家空き家 

が発生し放置されることが懸念されるので何らかの対策が必要と思われるので、 

その観点でご意見を頂きたいと要望した 

 

  【担当者からの回答内容】 

  （都市計画課） 

  ・西神楽千代ヶ丘地区（１線～５線の２３号～３５号）の区域は都市計画外なので 

   規制の対象外として活用の可能性はあると思う 

  ・市街化調整区域であっても、昭和４５年（都市計画が策定前）以前の住宅か、 

   「適法住宅」は改築が可能になる 

  ・賃貸住宅は「用途変更」になるので許可が必要になり、開発審査会の判断になる 

  ・区域は上位計画がないと国の指針に基づく対応で可能性も出てくるが、「都市計 

画マスタープラン」との適合性が求められる 

  ・住宅以外は厳しい基準があり「旭川市の開発許可の手引き」を参照してほしい 

  ・個別対応をしているので相談してほしい 

  （農業委員会） 

    ・特区認定は農地転用はなっていない 

  ・家屋の利用は規制外なので特に条件はない 

  ・家庭菜園としての利用については場所に留意してほしい（４条申請が必要） 

  ・３条関係で加減要件（２ha）はなくなったが、他の要件に注意してほしい 

  （農政課） 

  ・農地法・農進法で利用の制限がある、いじるのであれば開発許可が必要になる 

  ・近年「新規就農者」が西神楽地域は少ないので対策が必要とは思う 

  ・農家の意向は是非聞いてほしい 

  （地域振興課） 

  ・今後ともこのような意見交換会は継続して進めていきたい 

  （北方建築総合研究所） 

  ・都市計画法・制度の研究を北海道とも進めているので、この内容は報告したい 

  ・今後とも意見交換の場を継続し、協働で地域を創りたい 
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 業務の成果と課題 

① 本業務で得られた成果・知見 

  １）社会実験（西神楽ミニマルシェ）が地域イベントとして定着へ 

    ・地域の社会福祉協議会、市民交流センター、旭川医科大学等各団体との協力体制 

を構築できた。 

    ・地域の認知度も高まり、継続して開催のめどがついた。（地域の祭り的存在） 

     また、社会福祉協議会が取り組んだ「高齢者お出かけサポート」の参加者から、 

     医大の健康相談と合わせて「楽しかった」と好評を博した。 

    ・マルシェミーテイングのメンバーからも開催を継続する意向が出された 

  ２）空き地・空き家の相談案件への対応 

    ・空き地は、処分に困っていた所有者の意向を踏まえ、資材置き場などの活用を検 

討している。 

    ・空き家は「民宿」等の活用に向けて が購入。農地が含まれる物件 

は、農業委員会などの調整が必要となった 

  ３）農家住宅の空き家問題 

    ・西神楽農業は、大型化により後継者がいない農家が１０年後までに２００戸離農 

し、５０戸に減少する想定である。 

    ・離農する農家住宅は国営事業では換地・移転補償などはできない上に、農家以外 

は取得できないという規制を有する。 

    ・一方で「農的暮らし」を求める市民が多く、購入の要望がある。 

    ・旭川市とは、今後の対応が地域的課題であることの認識は一致した。 

    ・農家の意向を早急にまとめ、制度改定に向けた提言を検討する。 

    ・ただ、一時的利用（賃貸等）は検討し、建築法上の制限（改修の場合）も留意する。 

 

② 今後の課題 

  １）アンケート調査回答内容に基づき、対応を進める 

    ・アンケートでは、処分を希望する所有者が多いことから「流通」に向けての取組が 

必要 

    ・所有者に「相談窓口」の活用を呼び掛けており、相談者が増える状況にある 

    ・相談者の意向を踏まえつつ売買の手伝いや地域活用の可能性について整備する 

    ・所在不明土地の探索は「すべてが判明」したことにより相談窓口で対応する 

  ２）所有者不明土地（低未利用地）対策計画の検討 

    ・所有者と移住（購入）希望者とのミスマッチ等に対する制度的な課題を整備する 

    ・現状では、農家住宅の離農による空き家化が拡大しているが、一般市民が購入す 

ることや住宅の改修・新築に制限がある 
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    ・「農的暮らし」に憧れる市民から、農家住宅・宅地の購入希望が来ている 

    ・若者を中心に「農村地帯」での店舗や民宿施設等を作りたいと問い合わせが来て 

いる 

  ３）マルシェミーテイングの継続した連携活動 

    ・今後の取組について協議を行い、次年度以降の連携した地域活動の展開が必要で

ある 

 

 今後の取組予定・見通し 

  １）空き地・空き家の流通促進 

    ・ と連携して売買の流通促進を図る 

    ・流通で課題となった、隣地との調整や農業委員会との調整を行い、課題が生じた 

場合は地域の取り組み計画を趣旨とする「対策計画」の中で、行政への提言も検 

討する 

  ２）農家・地域住民の意向を把握する取り組み 

    ・「農家住宅の扱い」について農家の意向調査を実施する 

    ・地域の空き地利活用について、さらに意見交換を進め活用実践に取組む 

  ３）行政との連携強化 

    ・旭川市の担当窓口との連携体制ができたので、地域課題について情報交換などを 

行う中から、協働で取り組む体制を構築する 

 

 分析・提言等 

   今年度の取組において、「制度の壁」を痛感したとともに、改善に向けて行政側も相当 

な苦労をしていることを感じました。 

   住民側からのアプローチも必要であり、それらを取りまとめながら「問題解決の協働 

体制」を作るための NPO としての役割を改めて感じました。 

 

 

 




